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水害危険予想箇所危険度具体的基準

山崖崩れ

低地帯
家屋の床上浸水等により被害
が予想されるもの

家屋の床下浸水等により被害
が予想されるもの

路面の冠水等により宅地の浸水が
予想されるもの

斜面内に新しい崩壊跡、亀裂
等の明瞭な変状部分が発生し
ており、災害が発生すれば直
接的な人的被害を及ぼす可能
性が高いと判断される箇所

斜面内に崩壊跡、亀裂等の明
瞭な変状部分があり、災害発
生による直接的な人的災害発
生の可能性は低いと判断され
る箇所

Ｂ危険と思われる箇所のうち既存
家屋等がなく、将来宅地化される
可能性がある区域を含む箇所

ため池

別表（危険度判定項目）にお
いて、「Ⅰ　下流への影響度
による判定」の一つに該当
し、かつ「Ⅱ　構造による判
定」(イ)に該当するものある
いは、「Ⅰ　下流への影響度
による判定」の一つに該当
し、かつ「Ⅱ　構造による判
定」(ロ)～(チ)（但し決壊に
つながる可能性の高いもの）
の一つに該当し、「Ⅲ　環境
による判定」の一つに該当す
るもの

別表（危険度基準項目）にお
いて、「Ⅰ　下流への影響度
による判定」の一つに該当
し、かつ「Ⅱ　構造による判
定」(ロ)～(チ)（但し決壊に
つながる可能性の高いもの）
の一つに該当するもの

別表（危険度基準項目）におい
て、「Ⅰ　下流への影響度による
判定」の一つに該当し、かつ「Ⅱ
構造による判定」(ロ)～(チ)（但
し決壊につながる可能性の中位も
の）の一つに該当するもの

宅地

人命、宅地被害が予想される
もので進行中のもの及び粗悪
なもの

宅地、非住宅被害が予想され
るもので進行中のもの及び粗
悪なもの

警戒が必要なもの

A特に危険と思われる箇所 B危険と思われる箇所 C注意を要する箇所

道路
山くずれ・崖くずれ・宅地の
石積崩壊等により
特に危険と思われる箇所

山くずれ・崖くずれ・宅地の
石積崩壊等により
危険と思われる箇所

山くずれ・崖くずれ・宅地の石積
崩壊等により
注意を要する箇所

別　表（た　め　池　危　険　度　判　定　項　目）

Ⅰ　下流への影響度による判定

(イ)下流に人家及び公共施設があり、決かいによる被害が想定されるもの

(ロ)ため池の規模は貯水量と堤高により定めるものとし、規模指数
＊
が100以上のものとする

　　　　＊規模指数＝堤高(ｍ)×貯水量(ｍ３)×１／１０００

(ハ)重ね池の場合総合した規模指数が100以上のもの

Ⅱ　構造による判定

(イ)貯水位が一定の場合の漏水量変化が１ヶ月間に10％以上増加するもの

(ロ)堤体100ｍ当りの漏水量が1㍑/sを越えるもの

(ハ)堤体の当初断面との変形断面積率が5％以上のもの、また堤体にひび割れ又は亀裂が発生しているもの

(ニ)堤体の余裕高が不足し、溢流する恐れのあるもの

(ホ)洪水吐が破損し堤体に影響を及ぼすもの、また断面が不足
＊
し、洪水が堤体を溢流する恐れがあるもの

　　　　＊断面不足：５０年確率洪水量の流下能力を確保できない断面のもの

(ヘ)放流施設（取水施設）の機能が低下し、緊急放流ができないため危険となるもの

(ト)制波工が不十分なため堤体が不安定となる恐れのあるもの

(チ)過去において堤体を溢流したもの、又は溢流寸前の危険状態となったもの

Ⅲ　環境による判定

(イ)流域の開発等により洪水量が増大して洪水吐の断面が不足し、50年確率洪水量以下となったもの

(ハ)河川区域（一級・二級河川、準用河川）内、または直上流に位置するもの

(ニ)近傍にある道路からの排水が、堤体に流下し、浸食する恐れのあるもの

(ロ)流域において地すべり及び土砂崩壊等のおそれがあり、そのため急激な水位上昇や土砂流による決か

  いが想定されるもの

２



　兵庫県水防活動要綱から

河川

河川における重要水防箇所指定基準

第１条 この基準は、水防法（昭和２４年法律１９３号）第７条１項に基づく兵

庫県水防計画第７章第４節の重要水防箇所を、県が管理する河川の区域に
ついて指定することについての基準を示すものである。

第２条 この基準において「重要水防箇所」とは、洪水又は高潮が公共に及ぼす
影響が大きいため、水防活動を重点的に実施すべき区域をいう。

第３条 河川の背後地が別表第１の何れかに該当し、かつ河川の現状が別表第２
の何れかに該当する区域。

別表　　　第２　　　河川における重要水防箇所指定基準

　A　水防上最も重要な箇所 　B　次に重要な箇所

要注意箇所

(C;Bのうち

民有護岸)

堤　　防　　高

（流下能力）

　計画高水流規模の洪水の水位（高潮区

間の堤防にあっては計画高潮位）が現況

の堤防を超える箇所。

　計画高水流規模の洪水の水位（高潮

区間の堤防にあっては計画高潮位）と

現況の堤防高との差が堤防の計画余裕

高に満たない箇所。

堤　防　断　面

　現況の堤防断面あるいは天端幅が、計

画の堤防断面あるいは計画の天端幅２分

の１未満の箇所。

　現況の堤防断面あるいは天端幅が、

計画の堤防断面あるいは計画の天端幅

に対して不足しているが、それぞれ２

分の１以上確保されている箇所。

法崩れ・すべり

　法崩れまたはすべりの実績があるが、

その対策が未施工の箇所。

　法崩れまたはすべりの実績がある

が、その対策が暫定未施工の箇所。

　法崩れ又はすべりの実績はないが、

提体あるいは基礎地盤の土質、法勾配

等から見て法崩れまたはすべりが発生

するおそれのある箇所で、所用の対策

が未施工の箇所。

漏　　　　　水

　漏水の履歴があるが、その対策が未施

工の箇所。

　漏水の履歴があり、その対策が暫定

施工の箇所。

　漏水の履歴はないが、破提跡又は旧

河川跡の堤防で、漏水が発生するおそ

れがある箇所で、所用の対策が未施工

の箇所。

＊神戸土木事務所については、１００年確率雨量に対して現況流下能力が１／２以下を重要水防箇所とし、背後

地の状況により防水上最も重要な箇所、次に重要な箇所を選定している。　ただし、改修済区域は重要水防箇所

の対象外とする。

種　別

重　　　　要　　　　水　　　　防　　　　箇　　　　所
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